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進路希望調査から 

進路希望調査へのご協力ありがとうございました。今回は『卒業後の生活に向けて、気をつけているこ

と』について保護者・生徒(高等部・専攻科のみ)の皆さんの回答結果をご紹介いたします。以下のグラフ

は「課題が多い」との回答が多い項目のみ載せています。課題が多いと感じていることに関しては担任の

先生にご相談ください。また、進路指導部でも課題の解決方法についての情報も提供していきたいと考

えております。 

 

 
 

進路学習オリエンテーションについて(高等部) 
 「あなたが社長なら、どんな人を採用したいですか？」 

４月 10 日（月）の進路学習オリエンテーションでこう質問しました。生徒からは「真面目な人」「欠

勤しない人」などいろいろな意見が出ました。進路指導と聞くと進学・就職先の選択、決定のための活動

という印象を受けます。しかし実際は「生き方の指導」ともいわれ、将来の生活における社会的・職業的自

己実現に必要な能力や態度を育成するものです。小学部入学後から高等部・専攻科修了まで段階と年齢に

応じて学習を進めます。 

オリエンテーションで確認した内容は「進路年間計画・予定」「就職活動とは」「今年度の目標」につい

てです。前述の質問の後、「では目標達成のために、あなたが今取り組むべきことは何ですか？」と再度

質問しました。年度末に生徒が今回イメージした理想像に近づけるように、進路活動を充実したものに

していきたいと考えています。（文責：幡宮） 
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起床や就寝に関する習慣

家庭学習の習慣

移動、交通機関の利用

金銭の使用、管理

集団生活のマナー、言葉遣い

地域とのつながり、地域の行事・祭り等への参加

医療機関・福祉機関の利用

役所への申請、制度の活用

情報の取得・伝達、コミュニケーション

保護者の回答(回答者数：16名)

十分できる おおよそできる 課題が多い 未回答
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家庭学習の習慣

地域とのつながり、地域の行事・祭り等への参加

医療機関・福祉機関の利用

役所への申請、制度の活用

情報の取得・伝達、コミュニケーション

生徒(高・専のみ)の回答 (回答者数：９名 )

十分できる おおよそできる 課題が多い

しんろだより～道～ 



発行内容・お問い合わせについて 
進路指導部報「しんろだより～道～」は、保護者の皆様へ進路に関する様々な情報をお伝えしていきま

す。学校ホームページにも掲載しておりますので、どうぞご覧になってください。 

（ホームページＵＲＬ：http://www.kagayaki.akita-pref.ed.jp/chokaku-s/） 

他にも進路に関して知りたい情報や疑問等がございましたら、お気軽に教頭、担任、進路指導部員にお

話しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おしらせ✏ 

①第 33回ろう教育を考える全国討論集会 inあきた の紹介 

 ろう教育を考える全国討論集会が７月２９日（土）に初めて秋田県で開催されることになりました。

久しぶりの対面での開催になります。本集会は「ろう児の支援と『誰一人取り残さない』ろう教育の実

現を！」をメインテーマとし、全国のきこえない・きこえにくい人、保護者、教職員、研究者、手話言

語に関わる人たちが一堂に会して、よりよいろう教育のあり方を考えます。全体会の記念講演は中澤操

氏（中通総合病院耳鼻咽喉科医師）が講師です。本校からは、PTA 会長の髙橋すみか氏がパネルディ

スカッションのパネラーとしてお話しします。 

さらに、小中高生企画として秋田市内探訪を行いますので、児童生徒同士の交流がで 

きます。案内書は、秋田県聴力障害者協会事務局（秋田県社会福祉会館）で配布してお 

ります。また、ろう教育を考える全国協議会ホームページでもダウンロードができます。 

 

 

 

 

 

 

②有料道路における障害者割引制度が見直されました！ 

～1人 1台要件の緩和とオンライン申請の導入～ 

これまで事前登録された自家用車に限り割引が適用されていましたが、自家用車をお持ちでない方が

知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障害者の方がタクシーを利用する場合な

ど、事前登録がない自動車でも新たに割引が適用されることになりました。なお、自動車の事前登録の

有無にかかわらず、事前に割引の申請手続きが必要です。あわせて、これまで市区町村の福祉事務所等

の協力のもと行っていた事前登録手続きについて、自家用車を事前登録のうえ ETC を利用申請される

方を対象に、新たにオンライン申請が導入されます。 

 詳しくは、お住まいの市町村の福祉担当窓口でお尋ねいただくか、NEXCO 東日本 

ホームページでご確認ください。 

③障害者のくらしに関するしおりについて 

各市町村から出されている障害者のくらしに関するしおりは以下のとおりです。お住まいの地域の

情報についてご覧になってみてください。 
 

市町村名 パンフレット名 役所 HPでのダウンロード 

秋田市 障がい者のためのくらしのしおり ○ 

大館市 障害福祉のしおり ○ 

北秋田市 障がい福祉サービスのしおり ○ 

八峰町 
なし 

詳細は Tel：０１８５-７６-４６０８(福祉保健課)へ 
× 

能代市 障がい者福祉サービスのあらまし × 

大潟村 大潟村障害福祉のしおり ○ 

美郷町 障がい者福祉のしおり ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kagayaki.akita-pref.ed.jp/chokaku-s/

